
仕 様 書 

 

１ 物品名 

  自動体外式除細動器（ＡＥＤ）一式 

 

２ 契約台数及び設置場所 

  １台 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部 

  札幌市中央区南２１条西１６丁目２－２０ 電車事業所 

 

３ 賃貸借契約期間 

  令和５年(2023年)１０月１日から令和１０年(2028年)９月３０日まで（６０カ月） 

 

４ 契約方法 

  月額支払いの賃貸契約（リース）とし、翌月払いとする。 

 

５ 納入期限 

  令和５年１０月１日（日）まで 

 

６ 納入について 

  ・ 納入に際し、使用に必要な初期設定（消耗品の接続等を含む）を行うこと。 

  ・ ＡＥＤをキャリングバッグ（ケース）に入れた状態で納入すること。 

 

７ 規格：下記の機種のいずれか、または同等品とする。 

 品 名 メーカー 型番 

① AED-3100 カルジオライフ 

【付属品】 

バッテリパック及び除細動パッド（P-740)

レスキューキット（YZ-043H3） 

キャリングバッグ 

日本光電社製 AED-3100 

② ハートスタート FRx+e 

【付属品】 

バッテリパック及び除細動パッド 

AED救急セット（AEDQQ-FR） 

レスキューキット 

キャリングバッグ 

FRx+用小児キー 

PHILIPS社製  861304+（FD） 



  【同等品条件】 

・ 付属品は、バッテリ１個、電極パッド２組、救急セット１式、キャリングバッ 

   グ（ケース）１個。なお、救急セットは、構成品として最低限下記を満たすもの。 

    タオル、ハサミ、蘇生用マウスピース、剃刃（または脱毛テープ）、手袋。 

  ・ セルフテスト機能を有すること。セルフテストについては毎日実施され、ＡＥ 

   Ｄ本体、電極パッド及びバッテリーに不具合等が生じた場合は、音や表示で警告 

   するものであること。 

  ・ 電極パッドは成人小児共用タイプのもので、本体の切替えスイッチまたは小児 

   用キー等により、１種類の電極パッドで小児と成人用が切替えられること。 

    また、パッド貼付後でも、電源を入れ直すことなく切替えができること。 

・ 同等品で見積もる場合は、見積書提出期限の２営業日前までにカタログ等を持

参し、同等・規格確認書に担当者の押印を得たのち、見積書とともに提出するこ

と。 

 

８ その他 

  ・ 納入されるＡＥＤは新品であること。 

  ・ ＡＥＤを使用したときは、交換用除細動パッドやレスキューキットを提供する 

   こと。（レスキューキットは使用した場合） 

  ・ バッテリー及び電極パッドは、使用期限が切れる前もしくはバッテリー残量減 

   により使用不可となる前に交換すること。 

  ・ ＡＥＤの故障等、使用に問題のある場合は、同等のＡＥＤの配置または補修を 

   行うこと。 

  ・ 賃借期間満了後においては、借受物品の処分を行うこと。 

  ・ 以上は全て賃借料に含まれていること。 

  ・ 札幌市内に本店、支店または営業所等を有していること。 

  ・ 選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあるため、出 

   荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件であること。 

  ・ 本仕様書の疑義事項は、応札前に担当者に確認しておくものとする。 

  ・ 契約後の仕様の微細な変更については、担当者と協議するものとする。 

・ 不明な点等については、その都度担当者との打ち合わせを行うものとする。 

 

９ 連絡先 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課 担当：則 

  電話 ０１１-５５１-３９４４ ／ ＦＡＸ ０１１-５５１-０８３２ 

  


